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特別徴収事務についてのお問い合わせは

四條畷市　財務部　税務課
住　所：〒５７５－８５０１
　　　　大阪府四條畷市中野本町１番1号
電　話：(０７２）８７７－２１２１（代）
　　　　(０７４３）７１－０３３０（代）
（土・日・祝日・年末年始を除く8時４５分～１７時１５分）
市町村コード：２７２２９９

　四條畷市ではインターネットを利用した電子申告サービス「eLTAX

( エルタックス )」がご利用になれます。

　市税の申告には、便利なエルタックスをご利用ください。

電子申告eLTAXについてのお問い合わせは

eLTAXヘルプデスク（地方税共同機構）
eLTAXホームページ：https://www.eltax. lta.go. jp/
eLTAXホームページ「よくあるご質問」：https://eltax.custhelp.com/
電　話：０５７０－０８１４５９（ハイシンコク）
　　　　上記の電話番号でつながらない場合：０３－５５２１－００１９
（土・日・休祝日・年末年始を除く９時～１７時）





 令和７年５月

　特別徴収義務者　様

 大阪府四條畷市長　

令和７年度市民税・府民税特別徴収義務者の指定について

　平素は、市民税・府民税の特別徴収事務につきまして、格別のご配慮をいただき

ありがとうございます。

　さて、地方税法第41条、第319条及び第321条の４第１項並びに四條畷市税条例

第37条の規定により、貴社（殿）を特別徴収義務者に指定し、特別徴収税額を別紙

のとおり通知いたします。

　つきましては、市民税・府民税の特別徴収事務を行っていただく場合の手引きと

して、この「しおり」を作成しましたので、ご活用いただき、今後とも特別徴収に

ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
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市民税・府民税の納税義務者など

１．納税義務のある人

　　令和７年１月１日現在、四條畷市内に住所のある人

２．納税義務のない人

（１）生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

（２）前年中の合計所得金額が１３５万円以下で次に該当する人

　　　・障　害　者

　　　・未 成 年 者（１８歳未満で未婚の人）

　　　・ひとり親及び寡婦

（３）前年中の合計所得金額が、次により計算した金額以下の人は、均等割は課税されません。

　　　３５万円×（控除対象配偶者及び扶養親族の数＋１）＋１０万円＋ ２１万円

（４） 前年中の総所得金額等の合計額が次により計算した金額以下の人は、所得割は課税されま

せん。

　　　３５万円×（控除対象配偶者及び扶養親族の数＋１）＋１０万円＋ ３２万円

　　　ただし、控除対象配偶者又は扶養親族のない人は、 の金額の加算はありません。

特別徴収の範囲など

１．特別徴収と普通徴収

　 　特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように給与の支払者が、毎月給与を支払う際に、給

与の支払を受ける人（納税義務者）から、市民税・府民税を徴収し納税していただく制度で、

特別徴収義務者とは、その給与の支払者をいいます。普通徴収とは、納税通知書を交付するこ

とにより、直接納税義務者から徴収する制度のことです。

２．特別徴収の範囲

　 　前年中に給与の支払があり、かつ、令和７年４月１日現在において引き続き給与の支払を受

けている人に対しては特別徴収の方法により市民税・府民税を徴収することになっています。

　 　なお、特別徴収により徴収する税額は、原則として給与所得に対する所得割額と均等割額の

合計額ですが、給与所得以外の所得を有する人については、申告等によりその所得に対する所

得割額を合計して税額を算出している場合もあります。

　 　公的年金所得で課税がある方は公的年金からの特別徴収になります。

　 　ただし、６５歳未満で、かつ、給与所得以外に年金所得がある場合は原則として給与からの

特別徴収になります。

― 特　別　徴　収　の　し　お　り ―



2

特別徴収税額の納入方法など

１．給与等に係る特別徴収税額の納税義務者からの徴収

　 　特別徴収していただく税額は、特別徴収税額の通知書（納税義務者用）に記載されている税

額で、６月から翌年５月までの１２回に分けて納税義務者に給与を支払われる際、天引きで徴

収していただくことになっています。

　 　ただし、特別徴収税額が、均等割額及び森林環境税額に相当する金額５,３００円以下の

納税義務者については、６月に支払われる給与から全額を徴収していただくことになっています。

２．特別徴収税額の変更

　 　特別徴収税額の通知後に変更があったり、退職等による「特別徴収に係る給与所得者異動届

出書」を受理したとき、又はその他の理由により特別徴収税額を変更する必要があると認めた

場合には「特別徴収税額の変更（決定）通知書」を送付いたしますので、これによって以降の

月割額を変更し、徴収のうえ納入してください。

３．特別徴収税額の納入

（１）納入期限

　　 　納入期限は、月割額を徴収した月の翌月の１０日（この日が土・日曜日又は祝日の場合は、

その次の平日となります｡）になっています。各月分の納入期限は、納入書の納入期限欄に

記載のとおりです。

（２）納入方法

　　 　各納税義務者から徴収された月割額の合計額を同封の「個人市民税・個人府民税納入書

(特)」で納入してください。

　　◇ 　一括徴収された税額は、他の納税義務者の特別徴収税額と合計して納入書の「(２）納入

金額」の「給与分」欄に記入し、納入してください。

　　◇　納入場所は納入書の裏面及び３ページに記載してあります。

　　◇ 　納入書は１４枚綴りで末尾の２枚（予備）を除きそれぞれ月別の表示がしてありますの

で、必ず当該月の用紙をご使用ください。なお、金額に変更があった場合は、金額を訂正

のうえ納入してください。訂正方法については納入書の裏面をご参照ください。

　　　 　二重納付を防ぐため、新しい納入書はお送りしません。書き損じ等で新たな納入書が必

要であればお申し出ください。

　　◇ 　指定番号、所在地（住所）及び名称（氏名）については、あらかじめ印字していますが、

変更・訂正等がある場合は「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」(１２ページ)

を提出してください。

　　◇ 　給与支払報告書（総括表）で「納入書不要」とされた場合は納入書を同封していません。

この場合は市民税・府民税特別徴収税額の通知書（特別徴収義務者用）の最下段に「＊＊

＊納入書なし＊＊＊」と表示しています。
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（３）特別徴収税額の納期の特例

　　 　給与の支払を受ける人が常時１０人未満である場合において、市長の承認を受けた場合は、

６月から１１月までの分を１２月１０日まで、１２月から５月までの分を６月１０日までの

年２回に分けて納入することができます。希望される場合は「市・府民税特別徴収税額の納

期の特例に関する承認申請書」(１３ページ）を提出してください。

（４）特別徴収税額の期限後納入

　　 　納入期限までに徴収した税額を納入されない場合は、納入期限の翌日から納入日までの期

間の日数に応じ、納入金額（１,０００円未満の端数があるとき、又はその金額が２,０００

円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます｡）に延滞金特例基準割合（※１)

に年７.３％の割合（ただし、納期限の翌日から１月を経過するまでの期間については、

特例基準割合に年１％の割合）を加算した割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。

なお、特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。

本　　則 特　　　　例

納期限後１ヶ月経過後 １４.６％ 特例基準割合（※１)＋７.３％

納期限後１ヶ月以内等 ７.３％ 特例基準割合（※１)＋１％

※１ 　延滞金特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利

の当該年の前々年９月から前年８月までにおける平均に、年１％を加算した割合です。

【納入場所】

１．四條畷市指定金融機関（四條畷市役所内）

２．下記の取扱金融機関の本店または支店（出張所）(順不同）

　　りそな銀行　みずほ銀行　関西みらい銀行　池田泉州銀行　

　　南都銀行　紀陽銀行　京都銀行　大阪信用金庫　

　　大阪厚生信用金庫　大阪シティ信用金庫　枚方信用金庫　成協信用組合　のぞみ信用組合　

　　近畿労働金庫　大阪東部農業協同組合

　　近畿２府４県（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県）のゆうちょ銀行・郵便局

※ 近畿２府４県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納付を希望される場合は、｢指定通知書」(１４ページ)

を当該ゆうちょ銀行・郵便局へ提出してください。

※上記の取扱金融機関においては年度途中で変更や別途手数料が発生する場合等があります。
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転勤・退職等の異動手続き

　納税義務者が転勤（転職）又は退職等の理由により給与の支払を受けなくなった場合は、｢給与

支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(１０ページ）に必要事項を記入のうえ、

その理由が発生した月の翌月の１０日までに提出してください。

〈注 〉この届出書の提出が遅れますと、転勤・退職された納税義務者が一度に多額の税額を納め

なければならなくなり、また特別徴収義務者についても転勤・退職された納税義務者の翌月

以降分が未納となり、督促状をお送りすることになります。

（１）転勤（転職）の場合

　　 　転勤などにより勤務先が変わった場合、その新しい勤務先で引き続いて特別徴収の方法に

よって徴収されることを納税義務者が希望した場合には、特別徴収を継続いたします。この

場合、新たに給与などの支払をすることとなった勤務先の名称・所在地、及び何月分から徴

収していただくことになるかを新しい勤務先へ連絡済であるかどうか、その他必要な事項を

記入してください。

（２）退職等の場合

　　①　一括徴収する場合

　　　 　特別徴収税額のある納税義務者が退職された場合、次に該当するときは、特別徴収税額

のうち特別徴収の方法によって徴収されないこととなった税額（以下「残税額」といいま

す）について、退職手当などが支払われた際、特別徴収義務者において残税額の全額を一

度に徴収し、納入していただくことができます。

　　　＊退職の日が令和７年６月１日から１２月３１日までの場合

　　　　 　退職した納税義務者から一括徴収の旨の申し出があり、かつ、残税額を超える給与又

は退職手当が支給される場合は、その支給の際に残税額をまとめて徴収してください。

　　　＊退職の日が令和８年１月１日から４月３０日までの場合

　　　　 　残税額を超える給与または退職手当が５月３１日までに支給されれば納税義務者から

の申し出がない場合であっても、支給の際に必ず残税額をまとめて徴収してください。

　　　　 　｢一括徴収」欄に退職手当等からの徴収予定額、納入月分を記入してください。

　　②　一括徴収しない場合

　　　 　特別徴収の方法によって納税している人が退職した場合、特別徴収税額のうち、給与等

から徴収できなくなった税額は普通徴収の方法で納税義務者から直接納めていただきます。

この場合、退職した人の住所、氏名、特別徴収税額（年税額)、徴収済税額、未徴収税額、

異動事由などを記入して提出してください。

（３）特別徴収へ切替えを希望する場合

　　　｢特別徴収への切替依頼書」(１１ページ）に記入して提出してください。
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異動届出書記入例
●普通徴収（例：退職して徴収方法を本人納付の普通徴収へ変更する場合）

●一括徴収（例：退職して残りの徴収税額を一括して徴収・納入する場合）

退職などの異動の
あった年月日を
記入してください。

退職などの異動の
あった年月日を
記入してください。

10月31日退職で10月分まで特別徴収した給与所得者
の残りの税額の徴収方法を、11月分から普通徴収に
変更する場合。
（ア）年税額　　　60,000円（6～翌年5月分）
（イ）徴収税額　　25,000円（6～10月分）
（ウ）未徴収税額　35,000円（11～5月分）
　　　　　　　　　　↑普通徴収額

２月28日退職で２月分まで特別徴収した給与所得者
の残りの税額の徴収方法を、３月分で一括して納入
する場合。
（ア）年税額　　　96,000円（6～翌年5月分）
（イ）徴収税額　　72,000円（6～2月分）
（ウ）未徴収税額　24,000円（3～5月分）
　　　　　　　　　　↑一括徴収額

３普通徴収を選択し、下段の
「３普通徴収の（一括徴収
しない）場合」の欄にも該当
する項目を記入してください。

２一括徴収を選択し、下段
の「２一括徴収の場合」の
欄にも該当する項目を記入
してください。

一括徴収した税額を納入する
月を記載してください。
※１月以降の退職の場合は、
　原則一括徴収となります。
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●特別徴収継続（例：転勤先・再就職先で引き続き徴収する場合）

●特別徴収への切替（例：入社して普通徴収から特別徴収へ変更する場合）

退職などの異動の
あった年月日を
記入してください。

１特別徴収継続を選択し、
下段の「１特別徴収継続
場合」の欄にも該当する
項目を記入してください。

８月31日転勤で８月分まで
特別徴収した給与所得者が、
９月から新しい会社で特別
徴収する場合。

新しい会社で特別徴収を
開始する月とその月割額
を記入してください。

10月の給与から差引きを開始する
場合、差引徴収税額60,000円を
10月～５月分で徴収します。

普通徴収の納期限が過ぎてい
ないものについて特別徴収に
切り替えることができます。
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退職所得にかかる市民税・府民税の特別徴収について

　退職所得（退職手当、その他退職により一時に受ける給与などで、以下「退職手当等」といい

ます）の課税については、所得税と同じように他の所得と分離して退職手当を支払う際に特別徴

収していただくことになっています。

１．納税義務者

　 　退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の１月１日現在に四條畷市内に住所がある人で

す。ただし、同日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人は除かれます。

２．退職所得控除額の計算

　・勤続年数が２０年以下の場合 ……… ４０万円×勤続年数（最低８０万円）

　・勤続年数が２０年を超える場合 …… ８００万円＋７０万円×（勤続年数－２０年）

　＊勤続年数に１年未満の端数があるときは、その端数は切り上げます。

　＊障害者になったことにより退職したと認められる場合は、上記金額に１００万円を加算します。

３．税額の求め方

　　退職所得の金額＝(退職手当等の金額－退職所得控除額)×1/2（1,000円未満の端数切捨て)※

　　　※勤続年数が５年以下である役員等は「退職手当等の金額－退職所得控除額」の金額

　　税額　　退職所得×市民税６％　　退職所得×府民税４％

　〈計算例〉退職手当等の金額　14,223,632円　勤続年数25年　一般退職の場合

　　①　退職所得控除額　800万円＋70万円×（25年－20年）＝11,500,000円

　　②　退職所得の金額（14,223,632円－11,500,000円）×1/2＝1,361,816円

 → 1,361,000円（1,000円未満の端数は切り捨て）

　　③　額の計算　（市民税）1,361,000円×６％＝81,600円（100円未満の端数は切り捨て）

　　　　　　　　　（府民税）1,361,000円×４％＝54,400円（100円未満の端数は切り捨て）

４．退職所得にかかる市民税・府民税の納入手続き

　 　退職手当等にかかる市民税･府民税については、退職手当等の支払を受けた日の属する年の

１月１日現在の住所地の市町村に納入していただくことになっています。納期限は、退職手当

等の支払いを受けた日の属する月の翌月の１０日です。なお、納入書の記入については、必ず

納入金額欄の「退職所得分」欄に納入金額を記入するほか､裏面の納入申告書に必要事項を

記入してください。また、｢退職手当等にかかる市民税･府民税特別徴収税額納入内訳書｣

(８ページ）もあわせて提出していただきますようお願いします。
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受
付
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　市
　民

　税
退
職
手
当
等
に
か
か
る
　
　
　
　
　
特
別
徴
収
税
額
納
入
内
訳
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　府

　民
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（
※
印
欄
は
記
入
を
要
し
ま
せ
ん
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納
入
税
額

円

年
　
　
　
　
月
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人
　
員

人

納
入
年
月
日

年
　
　
月
　
　
日

四
條
畷
市
長
宛

年
　
　
月
　
　
日
提
出

特
別
徴
収
義
務
者
指
定
番
号

特
別
徴
収
義
務
者
の
所
在
地
・
名
称

退
職
手
当
等
の
支
払
を

受
け
る
者
の
住
所
・
氏
名

退
職
手
当
等

の
支
払
金
額

退職
所得
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計算
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礎と
なる

勤続
年数

退
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得
控
除
額

控
除
後
の
金
額

退職
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申
告書
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摘
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収
　
さ
　
れ
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額
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民
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な
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は
裏
面
を
ご
覧
く
だ
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い
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円
円
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※
※
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円
円
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（
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職
名
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年
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年

月
日

至
年

月
日

住 所 氏 名

円
円

円

※
※

※

円
円

有 無
（
役
職
名
）

年

自
年

月
日

至
年

月
日

住 所 氏 名

円
円

円

※
※

※

円
円

有 無
（
役
職
名
）

年

自
年

月
日

至
年

月
日

住 所 氏 名

円
円

円

※
※

※

円
円

有 無
（
役
職
名
）

年

自
年

月
日

至
年

月
日

住 所 氏 名

円
円

円

※
※

※

円
円

有 無
（
役
職
名
）

年

自
年

月
日

至
年

月
日
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１
　
こ
の
納
入
内
訳
書
は
、
退
職
手
当
等
に
か
か
る
特
別
徴
収
税
額
を
納
入
の
際
に
、
あ
わ
せ
て
四
條
畷
市
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

２
　
こ
の
納
入
内
訳
書
の
各
欄
は
、
次
に
よ
り
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
①
 　
｢退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
者
の
住
所
・
氏
名
」
欄
の
住
所
は
、
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
年
の
１
月
１
日
現
在
の
住
所
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
な
お
、
そ
の
後
に
お
い
て
住
所
が
変
わ
っ
て
い
る
と
き
は
、
摘
要
欄
に
異
動
後
の
住
所
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
②
 　
｢退
職
手
当
等
の
支
払
金
額
」
欄
に
は
、
特
別
徴
収
税
額
を
徴
収
さ
れ
退
職
手
当
等
の
支
払
金
額
（
所
得
税
お
よ
び
市
民
税
・
府
民
税
な
ど

を
差
し
引
く
前
の
金
額
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
③
 　
｢役
職
名
」
欄
に
は
、
会
社
そ
の
他
の
法
人
の
取
締
役
、
監
査
役
、
理
事
、
監
事
、
清
算
人
そ
の
他
の
役
員
ま
た
は
相
談
員
も
し
く
は
顧
問

な
ど
で
あ
る
場
合
に
そ
の
役
職
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
④
 　
｢退
職
所
得
控
除
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
勤
続
年
数
」
欄
に
は
、
｢退
職
手
当
等
の
支
払
金
額
」
欄
に
記
入
さ
れ
た
退
職
手
当
等
に
つ
い
て
、

退
職
所
得
控
除
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
勤
続
期
間
と
勤
続
年
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
勤
続
年
数
に
１
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
１
年
と
し
ま
す
。

３
 　
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
者
が
、
本
年
中
ま
た
は
前
年
以
前
４
年
以
内
に
支
払
の
確
定
し
た
退
職
所
得
の
支
払
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る

場
合
に
は
、
｢退
職
所
得
申
告
書
」
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
お
忙
し
い
と
こ
ろ
恐
れ
入
り
ま
す
が
、
こ
の
納
入
内
訳
書
の
提
出
に
つ
い
て
特
別
徴
収
義
務
者
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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14

取
扱
店
及
び
郵
便
局
の
指
定
に
つ
い
て

　
特
別
徴
収
義
務
者
が
近
畿
２
府
４
県
（
大
阪
府
・
京
都
府
・
兵
庫

県
・
奈
良
県
・
滋
賀
県
・
和
歌
山
県
）
以
外
の
取
扱
店
及
び
郵
便
局

で
新
し
く
特
別
徴
収
税
額
を
納
入
さ
れ
る
場
合
は
、
そ
の
取
扱
店
及

び
郵
便
局
を
本
市
の
市
民
税
・
府
民
税
（
特
別
徴
収
税
額
）
取
扱
店

及
び
郵
便
局
に
指
定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
右
の
「
指
定

通
知
書
」
を
切
り
取
り
、
取
扱
店
及
び
郵
便
局
名
を
ご
記
入
の
う
え
、

事
前
に
そ
の
取
扱
店
及
び
郵
便
局
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
念
の
た
め
、
下
記
に
も
ご
記
入
の
う
え
、
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

〈
特
別
徴
収
義
務
者
の
控
〉

貴
社
（
殿
）
の
納
入
指
定
取
扱
店
及
び
郵
便
局

所
在
地

名
　
称

年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郵
便
局
長
　
様

　
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
　
　
　
　
店
　
　
長
　
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
阪
府
四
條
畷
市
長

指
定
通
知
書

　
地
方
税
法
第
３
２
１
条
の
５
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
貴
店
を

本
市
の
市
民
税
・
府
民
税
（
特
別
徴
収
税
額
）
取
扱
店
に
指
定
し
ま

し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記

１
　
許
可
又
は
承
認
番
号
　
　
貯
業
２
第
２
６
３
号

２
　
口

座
番

号
　
　
０
０
９
３
０
－
４
－
９
６
０
１
３
５

３
　
加
入
者
の
名
称
　
　
四
條
畷
市
会
計
管
理
者

４
　
取
り
ま
と
め
店
　
　
大
阪
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〒
53
9－
87
94
）
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2/10（火)

2月分
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3月分
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4月分

5/11（月)

5月分

6/10（水)

特別徴収事務についてのお問い合わせは

四條畷市　財務部　税務課
住　所：〒５７５－８５０１

大阪府四條畷市中野本町１番1号
電　話：(０７２）８７７－２１２１（代）

(０７４３）７１－０３３０（代）
（土・日・祝日・年末年始を除く8時４５分～１７時１５分）
市町村コード：２７２２９９

　四條畷市ではインターネットを利用した電子申告サービス「eLTAX

( エルタックス )」がご利用になれます。

市税の申告には、便利なエルタックスをご利用ください。

電子申告eLTAXについてのお問い合わせは

eLTAXヘルプデスク（地方税共同機構）
eLTAXホームページ：https://www.eltax. lta.go. jp/
eLTAXホームページ「よくあるご質問」：https://eltax.custhelp.com/
電　話：０５７０－０８１４５９（ハイシンコク）

上記の電話番号でつながらない場合：０３－５５２１－００１９
（土・日・休祝日・年末年始を除く９時～１７時）
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